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今日の講義 

 

1.食育基本法 

2.第２次食育推進基本計画 

3.学校給食法 

4.学習指導要領 

5.学校給食実施基準 



食を取り巻く諸問題・・ 

「食」を大切にする心の欠如  

栄養バランスの偏った食事や不規則な食事の
増加  

肥満や生活習慣病(がん、糖尿病など)の増加  

過度の痩身志向  

「食」の安全上の問題の発生  

「食」の海外への依存  

伝統ある食文化の喪失  



食育基本法の目的 

 国民が健全な心身を培い、豊かな人間性を育むた
めの食育を推進し、施策を総合的かつ計画的に推
進すること 

 

生きる上での基本であって、知育、徳育及び体
育の基礎となるべきもの  

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」
を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す
ることができる人間を育てること  

食育の位置づけ 



食育基本法 
（平成17年６月公布・７月施行） 

（前文）一部 

「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に
付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改
めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及
び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々
な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を
習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育
てる食育を推進することが求められている。もとより、食
育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子ども
たちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大
きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培
い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。 



食育推進体制 
国 

食育推進会議 

会長 内閣総理大臣 

委員 食育推進大臣 

関係閣僚 

食育に知識・経験を有する者 

 

食育推進基本計画の策定・実施 

関係府省 

地方公共団体 

都道府県食育推進会議 

都道府県食育推進計画の策定・実施 

市町村食育推進会議 

市町村食育推進計画の策定・実施 

関係者・団体等 
国民運動と
して推進 

子どもの保護者 

教育・保育・医療・保健会計者等 

農林漁業者等 食品関連事業者等 

各種団体、ボランティア など 

家庭で、学校で、保育所で、地域で！ 
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第2次 

食育推進基本計画
概要 

（平成23年3月決定） 
 

 

平成23～27年度の計画 



学校給食法                
（平成21年4月施行） 

法律の目的 

第一条  この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身

の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒
の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要
な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及
び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要
な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校にお
ける食育の推進を図ることを目的とする。  

 



学校給食法(続き）            
（平成21年4月施行） 

（学校給食の目標）  

第二条  学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目
的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。  

一  適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。  

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むこと 
ができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。  

三  学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。  

四  食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、
生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

五  食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理 
解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。  

六  我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。  

七  食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。  

 



 学校における体育・健康に関する指導は，児童の発達の
段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切に行うも
のとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向
上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持
増進に関する指導については，体育科の時間はもとより，家
庭科，特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適
切に行うよう努めることとする。また，それらの指導を通して
，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において
適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて
健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよ
う配慮しなければならない。 

小学校学習指導要領 総則 第1章から抜粋 

学習指導要領における食育の記述                



1.食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する。 

2.心身の成長健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事
のとりかたを理解し、自ら管理していく能力を身に付ける。 

3.正しい知識に基づいて、食物の品質及び安全性等につい
て自ら判断できる能力を身に付ける。 

４.食物を大切にし、食物の生産等にかかわる人々への感謝
する心をもつ。 

5.食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付
ける。 

6.各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、
尊重する心をもつ。 

食に関する指導の手引より 

食に関する指導の目標                
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保健栄養学科 保健養護専攻 3年                             

 

   学籍番号（       ）氏名（          ） 

 

1．学校において食育を推進していく上で重要と考えることを挙げ、それの根拠となる関連法規について

整理しなさい。  

学校において食育を推進し

ていく上でのポイント 

根拠となる関連法規名とその内容 

  



学校において食育を推進し

ていく上でのポイント 

根拠となる関連法規名とその内容 

  



 


